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１　補正予算案の考え方について

　各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる

　事項です。

　各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 財政局案段階では未計上

区分 理　　　　　由

① 所管局の要求（見積り）通り

② 事業内容、積算内容を精査のうえ計上

③ 局現計予算額の範囲内で対応を検討

④ 計上せず
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２　補正予算要求事業

（１）総括表 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

33 － 
(33) (－)

78 78 78 
(4) (4) (4)

65 65 65 
(21) (21) (21)

9 9 9 
(9) (9) (9)

6,660 6,660 6,660 
(38) (38) (38)

24 24 24 
(2) (2) (2)

6,870 6,836 6,836 
(107) (74) (74)

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合
　    致しないものがある。

子ども青少年局

予 算 案

総務局

スポーツ市民局

財 政 局 案区 分 要 求 額

経済局

合 計

健康福祉局

観光文化交流局

-  2  -



（２）各局の内訳 （単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
議会報告会の開催 に公開するとともに、市民意見 4 
　（市会事務局） を把握し、議会活動に反映させ (4) － 

るため、議会報告会を開催 (－)
（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会だよりの例月化 に公開・発信するため、市会だ 27 
　（市会事務局） よりを例月化 (27) － 

(－)
（総務局） 議会活動に関する情報を積極的
市会図書室でのイン に公開・発信するため、市会図 2 
ターネット中継の閲 書室での、インターネット中継 (2) － 
覧とＤＶＤの貸出し の閲覧とＤＶＤの貸出しを実施 (－)
　（市会事務局）

（スポーツ市民局） 新型コロナウイルス感染症への 15 
女性のつながりサポ 対応として、ひとりで困難を抱 15 (4)
ート事業 える女性のための安心して過ご (4) 15 

せる場の提供や面接相談等を実 (4)
施

（スポーツ市民局） 個人番号カード関連事務の委任 63 
個人番号カード関連 に係る負担金の増額 63 (－)
事務負担金 (－) 63 

(－)
（経済局） 商店街が行う新たな需要の創出 65 
地域商業機能複合化 につながる施設整備や消費動向 65 (21)
推進事業助成 の調査分析等に対して、国の補 (21) 65 

助事業を活用し助成 (21)
（観光文化交流局） 高度・専門的な視点による支援 9 
新たな文化芸術推進 等を通じた名古屋の文化振興及 9 (9)
体制の構築に向けた び魅力向上を図るための推進体 (9) 9 
検討 制を検討 (9)
（健康福祉局） ワクチン接種を実施するため、 6,622 
新型コロナウイルス 必要な費用を増額 6,622 (－)
ワクチン接種事業 (－) 6,622 

(－)

予算案

①

7
①

①

①

考え方

①

番
号

事 項 名

④

2
保留

要求額
財政局案

3

5
①

①

保留

要 求 概 要

8

1

④

保留

④

①

4

①

①

6
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（単位：百万円）
（　　）書は一般財源額

（健康福祉局） 令和５年４月を目標としている 38 
中央看護専門学校と 統合に向けた運営に係る検討及 38 (38)
公立大学法人名古屋 び環境整備 (38) 38 
市立大学の統合準備 (38)
（子ども青少年局） 新型コロナウイルス感染症への 24 
ひとり親家庭住宅支 対応として、自立に向けて意欲 24 (2)
援資金貸付事業補助 的に取り組む低所得のひとり親 (2) 24 

世帯を対象とする住居借り上げ (2)
資金の貸付事業に対して補助

３　使用料・手数料改定等

番
号

事 項 名

9
①

①

考え方
予算案

10

①

①

要 求 概 要 要求額
財政局案

（単位：百万円）

（子ども青少年局） 子ども・子育て支援法施行令の

子どものための教育･改正に伴い、小規模住居型児童 3年4月 － 
保育施設等利用者負 養育事業（ファミリーホーム）
担額 を行う者に委託されている児童

の保育所等利用料を無料とする
もの（条例改正予定）

－ ①

－ ①

財政局
案

考え方

予算案

1

番
号

事 項 名 概 要
実施
時期

改定
見込額
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（全体についてのお問い合わせ先）

（各局お問い合わせ先）

担 当 局 室 担 当 課 電 話 番 号

財 政 局 財 政 課 052-972-2306

052-972-2407

企 画 経 理 課

健 康 福 祉 局

子 ど も 青 少 年 局 052-972-3193

経 済 局 総 務 課

総 務 課

総 務 課

観 光 文 化 交 流 局 052-972-3106

052-972-2608

052-972-4404ス ポ ー ツ 市 民 局 総 務 課

電 話 番 号担 当 課担 当 局 室

052-972-2104総 務 局 総 務 課


